
消費税率引上げにともなう投資信託の購入時手数料の改定について          2019年9月20日 

 

投資商品のお取引に関する手数料は、約定日（＝基準価額適用日）を基準に消費税率が適用されます。 

投資信託の購入時手数料に適用される消費税率と、お申込のタイミングについては、以下をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

9月28日（土） 9月29日（日）

申込日の翌々営業日が約定日となるファンド
9月26日

15:00までに
申込完了

申込日の翌営業日が約定日となるファンド

申込日が約定日となるファンド
9月30日
15:00以降申込
(10/1約定）

消費税率8%
消費税率10%

9月26日15:00以降申込（10/1約定）                              

9月30日15:00までに申込完了

9月26日(木） 9月27日（金） 9月30日（月）

9月27日15:00までに申込完了 9月27日15:00以降申込（10/1約定）

 


